
資料３ 

〇「こども大綱」（令和５年 12 月 22 日閣議決定）（抄） 

 

第３ こども施策に関する重要事項 

１ ライフステージを通した重要事項 

特定のライフステージのみでなくライフステージを通して縦断的に実施すべきもの

として、また、全てのライフステージに共通する事項として、以下の施策に取り組む。 

 

（７）こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組 

 

（こども・若者の自殺対策） 

小中高生の自殺者数が増加傾向にあり、危機的な状況となっている。誰も自殺に追

い込まれることのないよう、生きることの包括的な支援として、こども・若者への自

殺対策を強力に推進する。こども・若者の自殺対策については、自殺に関する情報の

集約・分析等による自殺の要因分析や、ＳＯＳの出し方や心の危機に陥った友人等か

らのＳＯＳの受け止め方に関する教育を含む自殺予防教育、全国展開を目指した１人

１台端末の活用による自殺リスクの早期発見、電話・ＳＮＳ等を活用した相談体制の

整備、都道府県等における多職種の専門家で構成される対応チームの設置促進等によ

る自殺予防への的確な対応、遺されたこどもへの支援、こども・若者の自殺が増加す

る傾向にある長期休暇明け前後の集中的な啓発活動など、体制強化を図りながら、自

殺総合対策大綱 19 及びこどもの自殺対策緊急強化プラン 20 に基づく総合的な取組を進

めていく。 

 

 

第４ こども施策を推進するために必要な事項 

３ 施策の推進体制等 

（１）国における推進体制 

（こどもまんなか実行計画によるＰＤＣＡとこども大綱の見直し） 

こども政策推進会議において、こども大綱に基づき具体的に取り組む施策を「こど

もまんなか実行計画」として取りまとめる。こども家庭審議会において、施策の実施

状況やこども大綱に掲げた数値目標・指標等を検証・評価し、その結果を踏まえ、毎年

６月頃を目途に、こども政策推進会議において「こどもまんなか実行計画」を改定し、

関係府省庁の予算概算要求等に反映する。これらにより、継続的に施策の点検と見直

しを図る。 

「こどもまんなか実行計画」の実施状況とその効果、こども大綱に掲げた数値目標

と指標の状況、社会情勢の変化等を踏まえ、おおむね５年後を目途に、こども大綱を

見直す。 

 

19 令和４年 10 月 14 日閣議決定。 

20 令和５年６月２日こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議。 


